
 

土地売買仮契約書 

 

売主・奈良市（以下「甲」という。）と買主・○○○○（以下「乙」という。）は、土地

の売買に関し、次のとおり契約を締結する。 

この契約（以下「本件契約」という。）は仮契約であり、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第８号の規定による奈良市議会の同意議決（以下「議会の議決」

という。）をもって、本契約として成立（以下「本契約成立」という。）するものとする。

ただし、令和７年９月末日までに奈良市議会の議決を得られなかった場合には、本件契約

は効力を失うものとし、本件契約が効力を失ったことに関して、甲は一切の責任を負わな

いものとする。 

甲は、本契約成立後、速やかに乙に対して本契約成立の日を通知するものとする。 

 

（売買物件） 

第１条 甲は、次の土地（以下「本件土地」という。）を乙に売り渡し、乙はこれを買い受

けるものとする。 

所 在 地 地 目 面積（㎡） 

奈良市神功二丁目２番地１の一部 学校用地 ㎡ 

奈良市神功二丁目２番地２の一部 学校用地 ㎡ 

奈良市神功二丁目２番地３の一部 学校用地 ㎡ 

奈良市神功二丁目２番地４の一部 学校用地 ㎡ 

奈良市神功二丁目２番地５の一部 学校用地 ㎡ 

奈良市神功二丁目２番地６の一部 学校用地 ㎡ 

２ 乙は、奈良市旧神功小学校跡地活用に係る市有地売却等プロポーザルにおける提案内

容（以下「提案事業」という。）に従い、道路その他の整備が完了したときは、当該整備

した公共の用に供する土地等を甲に寄附しなければならない。 

３ 前項に規定する寄附の対象となる土地の面積については、甲乙協議のうえ、定めるも

のとする。 

（売買代金） 

第２条 本件土地の売買代金は、金○○○○○○円とする。 

２ 本件土地の売買対象面積は、前条に規定する面積によるものとし、これと実測面積が

相違する場合であっても、甲及び乙は、相手方に対し、売買代金の増額若しくは減額の

請求、更正登記手続の請求その他何らの異議を申し立てないものとする。 

（契約保証金） 

第３条 乙は、本契約成立とは別に、本件契約の締結後速やかに契約保証金として、売買

代金の１００分の１０の金○○○○○○円を甲の発行する納入通知書により、甲の指定

する金融機関に納入しなければならない。 

２ 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 



 

３ 第１項の契約保証金は、第１５条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

いものとする。 

４ 甲は、本件土地の売却につき議会の議決が得られたときは、次条第２項の規定に従い、

第１項の契約保証金を前条に定める売買代金の一部に充当するものとする。 

５ 甲は、本件土地の売却につき議会の議決が得られず、本件契約が無効となったときは、

乙に対して、第１項の契約保証金を返還するものとする。 

６ 甲は、乙が本件契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金を甲に帰属させる

ものとする。 

（売買代金の支払い） 

第４条 乙は、第２条に定める売買代金と前条第１項に定める契約保証金の差額を、甲が

本件土地の売却に係る議会の議決後に発行する納入通知書により、納入期日（納入通知

書発行日から起算して３０日以内）までに納入しなければならない。 

２ 甲は、乙が前項に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に充当するも

のとする。 

３ 乙は、第１項に定める金額を納入期日までに納入しないときは、納入期日到来の日の

翌日から納入する日までの日数に応じ、その未納入額につき年１４．６パーセントの割

合で計算した金額を遅延損害金として、甲に支払わなければならない。 

４ 甲は、乙が売買代金及び遅延損害金を納入すべき場合において、納入された金額が売

買代金及び遅延損害金の合計額に満たないときは、先ず遅延損害金から充当するものと

する。 

（所有権の移転及び本件土地の引渡し等） 

第５条 本件土地の所有権は、乙が前条の定めにより、売買代金（売買代金の支払いが遅

延した場合は、遅延損害金を含む。）を完納した後に、甲から乙に移転するものとする。 

２ 乙は、所有権移転登記を申請する際に必要となる書類を甲が指定する日までに提出し

なければならない。 

３ 本件土地の所有権移転登記に係る登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。 

４ 本件土地の引渡しは、第１項の規定により本件土地の所有権が移転したときに、引渡

し時の現状有姿にて行われたものとし、甲は、本件土地の引渡し時に本件土地に存在す

る、甲所有の残置物のすべてについて所有権を放棄するものとし、乙はその責任及び費

用負担において、当該残置物の処理等を行う。 

（危険負担） 

第６条 本契約成立の時から本件土地の引渡しの時までに、本件土地が、双方の責めに帰

すことのできない事由により滅失し、又は毀損したときであっても、乙は、その滅失又

は毀損を理由として、甲に対し、履行の追完請求、売買代金の減額請求、損害賠償の請

求及び契約の解除をすることができない。この場合において、乙は、売買代金の支払い

を拒むことができない。 

（契約不適合責任の免除） 

第７条 甲は、乙に対し、一切の契約不適合責任を負わないものとし、乙は、本件契約締

結後、本件土地に契約不適合（地中埋設物、地質、土壌汚染等を含むがこれらに限らな



 

い。）があることを発見しても、履行の追完請求、売買代金の減額請求、損害賠償の請求

及び契約の解除をすることができない。 

（土地利用等の条件） 

第８条 乙は、本件土地を利用するに当たり、関係法令等を遵守しなければならない。 

２ 乙は、本件土地の開発に際し開発許可が必要な開発行為については、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）その他関係法令に基づく許可を得た上で実施しなければなら

ない。この場合において、許可に必要とする事務その他資料の提出について、誠意をも

って甲に協力しなければならない。 

３ 乙は、本件土地を本契約成立の日の翌日から起算して５年以内（以下「履行期間」と

いう。）に、提案事業に係る整備を完了させ、供用ができる状態にしなければならない。

ただし、乙が履行期間内に災害、行政協議、近隣協議その他の乙の責によらない不可抗

力により提案事業を完了することができない場合において、事前に当該理由及び新たな

期日を記載した書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得たときは、この限りではな

い。 

４ 乙は、提案事業を実施することができないやむを得ない事情が発生したときは、当該

理由を記載した書面を甲に提出し、提案事業の変更につき甲の書面による承認を得なけ

ればならない。 

５ 乙は、本件土地の利用用途について、甲から要望があったものについて誠意をもって

対応するものとする。 

６ 甲及び乙は、提案事業の変更につき費用を要するときは、別途誠意をもって協議のう

え、これを定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第９条 甲が第１２条の規定により本件契約を解除したときは、乙は、甲の指示により本

件土地を原状に復して甲に返還しなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により本件土地を返還するときは、甲の指定する期日までに本件土

地の所有権移転登記の申請に必要な書類等を甲に提出しなければならない。 

３ 第１項の場合において本件土地が滅失し、又は損傷しているときは、乙は、甲に対し、

その損害に相当する金額を支払わなければならない。 

（用途に関する遵守事項） 

第１０条 乙は、本件土地を使用するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

（１）騒音、悪臭が発生する用途又は環境を汚染する用途に使用してはならないこと。 

（２）風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１号に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない

こと。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体及

びそれらの構成員がその活動のために利用する等、公序良俗に反する用途に使用し



 

てはならないこと。 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所などの用に供してはならない

こと。 

２ 乙は、本件土地の所有権を第三者に移転する場合には、前項に定める事項を承継させ

なければならない。 

３ 乙は、前項の第三者が本件土地の所有権を移転する場合にも、同様に第１項に定める

事項を転得者に承継することを当該第三者に義務付けるものとする。 

４ 乙は、本件土地を第三者に使用させることができる。ただし、当該第三者に対して第

１項に定める事項に反する用途で使用させてはならない。 

（実地調査等） 

第１１条 甲は、乙の提案事業及び前条に定める内容に関し、必要があると認めるときは、

乙に対し、実地調査を行い、又は必要な報告若しくは資料の提供を求めることができる。 

２ 乙は、正当な理由なく前項に規定する実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

報告若しくは関係資料の提出を怠ってはならない。 

（契約の解除） 

第１２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、何ら催告なしに直ちに本件

契約を解除することができる。 

（１）本件契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（法人の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者を

いう。以下この号において同じ。）が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

カ 提案事業に係る資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がア

からオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認

められるとき。 

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を提案事業に係る資材、原材料の購

入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が

乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

ク 乙が、本件契約による債務を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介



 

入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出な

かったとき。 

２ 甲は、前項の規定により本件契約を解除した場合は、これにより乙が損害を受けるこ

とがあっても、これを賠償しない。 

３ 乙は、第１項の規定により本件契約を解除した場合において、甲に損害が生じたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

（違約金） 

第１３条 乙は、第１０条に定める事項に違反したとき、又は前条第１項により本件契約

を解除されたときは、売買代金の１００分の１０に相当する金額を違約金として甲に支

払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、第１５条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないもの

とする。 

（返還金等） 

第１４条 甲は、第１２条第１項の規定により本件契約を解除した場合は、乙が支払った

売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さないものとする。 

２ 甲は、本件契約を解除した場合において、乙が負担した契約費用及び本件土地に関し

て支出したその他一切の費用並びに乙が支払った遅延損害金及び前条に定める違約金は

返還しない。 

（損害賠償） 

第１５条 乙は、本件契約に定める義務を履行しないことによって甲に生じた損害を賠償

しなければならない。 

（相殺） 

第１６条 甲は、甲が本件契約に基づき乙に対し負担する金銭債務について、乙が本件契

約に基づき甲に対し負担する金銭債務と対当額について相殺することができる。 

（契約の費用） 

第１７条 本件契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

（管轄裁判所） 

第１８条 本件契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（契約に定めのない事項） 

第１９条 本件契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議の上、

定める。 



 

本件契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲と乙が記名押印の上、各自

その１通を所持する。 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲  奈良市二条大路南一丁目１番１号 

奈良市 

奈良市長   仲川 元庸 

 

乙  ○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○ 

 


